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東北地方整備局営繕部では、各省各庁の施設保全責任者による「保全計画」の作成がより一

層推進されるように取り組んでいます。今回は、ＢＩＭＭＳ－Ｎの中長期保全計画作成機能を

利用して“中長期保全計画”をどのように作成するか、具体的な手順について紹介します。 

 

●“中長期保全計画”が作成されるまでの流れについて 

  “中長期保全計画”を作成するためには、ＢＩＭＭＳ－Ｎによる保全実態調査の情報が入力

されていることが前提となります。 

そして“中長期保

全計画”の作成はＢ

ＩＭＭＳ－Ｎで作業

しただけでは完成と

なりません。右図の

ようにＥｘｃｅｌで

のダウンロード・イ

ンポート作業も行い

ます。作成したＥｘ

ｃｅｌデータが成果

品になりますので、

データを保存し、印刷して活用します。 

 

 それでは「基本情報を入力する」から「Ｅｘｃｅｌファイルをインポートする」まで、順に

紹介します。 

 

●基本情報を入力する（ＢＩＭＭＳ－Ｎ作業） 

 保全実態調査の入力情報が「基

本情報」へ自動的に反映されてい

ることが前提になります。 

その上でＢＩＭＭＳ－Ｎの“中

長期保全計画”の作成では「基本

情報」で最初に調査年月を入力し

ます。これは必須入力になってお

り、入力しないと次の作業へ移行

できません。 

そして「基本情報」へ調査年月

を入力するだけでも、あらかじめ

設定しているモデル建物を使った

保全ニュースとうほく 

施設保全における「保全計画」“中長期保全計画”について（その２）
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大まかな計画として“中長期保全計画”を作成することができますので、はじめに取り組んで

みましょう。 

 

●部材・機器仕様情報を入力する（ＢＩＭＭＳ－Ｎ作業） 

 部材・機器仕様情報の「仕様選択欄」には、あらかじめ 3,000 ㎡程度の事務庁舎の標準的な

仕様が表示されていますが、部材・機器仕様情報を入力することにより、実際の建築物の仕様

等を反映させた計画を作成するこ

とができます。 

 標準的な仕様では、外壁は「ﾓｻﾞ

ｲｸﾀｲﾙ張 (ﾏｽｸ張)」、内部床は「ﾋﾞ

ﾆﾙ床ｼｰﾄ張 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地､NC 発泡

層なし)」となっていますが、例え

ば実際の建築物外壁が「複層仕上

げ塗材」、内部床が「OA ﾌﾛｱ」の場

合は、プルダウンメニューからそ

れぞれの仕様を選択・修正するこ

とにより、より実態に即した計画

を作成することができます。 

 

●更新履歴情報を入力する（ＢＩＭＭＳ－Ｎ作業） 

 次回更新年度(自動計算)には、建築年度(新築された当初の年度)を基点にして、部材・機器

毎の標準的な更新周期に応じて計算された次回の更新年度が入力されています。しかし実際の

施設の維持保全では、標準的な更新周期を迎える前に機器の更新を行うことや、修繕等を行う

ことにより、部材の更新時期を先

延ばしとすることがあります。 

このため、部材・機器を実際に

改修・更新した時期を入力するこ

とにより、更新周期を適正化する

ことができます。また、実際に設

置されている機器の耐用年数が明

確な場合には、次回更新年度を直

接入力することもできます。 

 これらの作業を行うことにより、

実際の建築物の更新周期を反映さ

せたより現実的な計画を作成する

ことができます。 

 

●“中長期保全計画”をダウンロードする（ＢＩＭＭＳ－Ｎ作業） 

 以上の作業を行いましたら、Ｅｘｃｅｌデータをダウンロードして、引き続きＥｘｃｅｌデ

ータで作業を行います。 
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●部位ごとの更新単価等を変更する（Ｅｘｃｅｌ作業） 

 ダウンロードした“中長期保全計画”で、必要に応じて部位毎の単価等を変更します。 

 ＢＩＭＭＳ－Ｎの中長期保全計画作成機能では、標準的な単価や更新周期等を採用していま

すが、実際の単価や更新周期は個別施設の部位毎の仕様により異なるため、ダウンロードした

Ｅｘｃｅｌシートで情報管理します。 
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 一連の作業を行うことにより、Ｅｘｃｅｌシートに「中長期保全計画」のＬＣＣ(ライフサイ

クルコスト)表及びＬＣＣグラフが作成されます。 

 

 

●Ｅｘｃｅｌファイルをインポートする 

 最後に、Ｅｘｃｅｌで作成した“中長期保全計画” インポートすることで、ＢＩＭＭＳ－Ｎ

へデータとして取り込むことができます。 

ＢＩＭＭＳ－Ｎへ取り込んだ情報は、複数の施設を管理している場合に施設維持管理機能の

中長期保全計画集計で引き続き利用することになります。 

 

以上のような、一連の作業を行うことにより“中長期保全計画”を作成・管理することがで

きます。ＢＩＭＭＳ－Ｎの「中長期保全計画作成機能」を大いに活用してください。 

 

また、今回の記事にあわせてＢＩＭＭＳ－Ｎを利用した中長期保全計画を作成するためのマ

ニュアルとして「中長期保全計画作成(東北版)」も作成してホームページに掲載いたしますの

で、あわせてご活用ください。こちらの東北版には参考として“中長期保全計画”の平準化の

方法等について掲載していますのでご一読願います。 

URL :  http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00093/K00490/eizen/hozen/system/set-th_BIMMS-N2014.10.pdf 

【官庁施設情報管理システム（ＢＩＭＭＳ－Ｎ）に関する問い合わせ先】 

   東北地方整備局 営繕部 調整課     （担当：保全企画係） 

       TEL 022-225-2171   FAX 022-225-2231 

 

【保全業務に関する問い合わせ先】 

   東北地方整備局 営繕部 保全指導・監督室（担当：保全指導係）  

       TEL 022-225-2171   FAX 022-268-7833 

   東北地方整備局 盛岡営繕事務所（担当：保全指導・監督官及び調査・保全係） 

    TEL 019-651-2015   FAX 019-605-8115 


